
 ８  ⽉  ２  ６  ⽇  は  「⽕  ⼭  防  災  の  ⽇」  で  す。 

 近  年、  富  ⼠  ⼭  の  想  定  さ  れ  る  ⽕  ⼝  の  範  囲  の  拡  ⼤  や、  桜  島  で  ⼤  規  模  噴  ⽕  の  可  能  性  が  指  摘 
 さ  れ  た  こ  と  な  ど、  ⽇  本  全  国  で  ⽕  ⼭  活  動  が  活  発  化  し  た  際  の  備  え  が  急  務  と  な  り  ま  し  た。  ⽕ 
 ⼭  災  害  へ  の  備  え  に  つ  い  て  の  関  ⼼  と  理  解  を  深  め  て  い  た  だ  く  た  め、  活  動  ⽕  ⼭  対  策  特  別  措  置 
 法  の  改  正  に  よ  り、  ８  ⽉  26  ⽇  が  「⽕  ⼭  防  災  の  ⽇」  と  な  り  ま  し  た。 

 ８  ⽉  26  ⽇  は、  明  治  44  年  (1911  年)  に  ⽇  本  で  最  初  の  ⽕  ⼭  観  測  所  が  浅  間  ⼭  に  設  置  さ  れ、  観 
 測  が  始  まっ  た  ⽇  で  す。  ⽇  本  に  は  全  部  で  現  在、  111  の  活  ⽕  ⼭  が  あ  り  ま  す。 

 気  象  庁  で  は、  特  に  活  動  が  活  発  な  50  ⽕  ⼭  を  対  象  に  常  時  観  測  を  ⾏っ  て  お  り、  北  海  道  は  ９ 
 ⽕  ⼭  （ア  ト  サ  ヌ  プ  リ、  雌  阿  寒  岳、  ⼤  雪  ⼭、  ⼗  勝  岳、  樽  前  ⼭、  倶  多  楽、  有  珠  ⼭、  北  海  道 
 駒ヶ  岳、  恵  ⼭）  が  常  時  観  測  の  対  象  と  なっ  て  い  ま  す。 

 噴  ⽕  災  害  か  ら  ⾝  を  守  る  た  め  に  は、  気  象  庁  が  発  表  す  る  ⽕  ⼭  防  災  情  報  に  基  づ  き、  噴  ⽕  警 
 戒  レ  ベ  ル  に  応  じ  た  ⾏  動  を  と  る  こ  と  が  重  要  で  す。  こ  の  情  報  は、  気  象  庁  ホー  ム  ペー  ジ  や  テ 
 レ  ビ、  ラ  ジ  オ、  携  帯  電  話、  防  災  ⾏  政  無  線  な  ど  で  確  認  で  き  ま  す。  ま  た、  ⽕  ⼭  防  災  マッ  プ 
 で  事  前  に  情  報  を  収  集  し、  避  難  場  所  や  想  定  さ  れ  る  ⽕  ⼭  現  象  を  確  認  し  て  お  く  こ  と  も  ⼤  切  で 
 す。 

 気  象  庁  で  は、  よ  り  多  く  の  ⽅  に  ⽕  ⼭  に  つ  い  て  正  し  く  知っ  て  い  た  だ  き、  ⽕  ⼭  災  害  に  備  え  て  い 
 た  だ  け  る  よ  う、  「⽕  ⼭  防  災  の  ⽇」  特  設  サ  イ  ト  を  開  設  し  ま  し  た。  特  設  サ  イ  ト  で  は、  ⽕  ⼭  や  そ 
 の  防  災  に  つ  い  て  学  ぶ  コ  ン  テ  ン  ツ  を  多  数  ⽤  意  し  て  い  ま  す。 

 ８  ⽉  26  ⽇  の  「⽕  ⼭  防  災  の  ⽇」  や  ９  ⽉  １  ⽇  の  「防  災  の  ⽇」  を  きっ  か  け  に、  ⽕  ⼭  へ  の  理 
 解  を  深  め  、  ⽕  ⼭  災  害  の  発  ⽣  に  備  え  ま  しょ  う。 

 問  い  合  わ  せ  先     網  ⾛  地  ⽅  気  象  台 
 （電  話  ：  0152-43-4349  ） 


